


現場説明書（２）

 

・監理技術者、主任技術者に加え、現場代理人についても工事を請け負った企業との直接的、恒常的な 

 雇用関係を求めます 

  現場代理人についても入札の申込を行う日以前に３ヶ月以上の直接的な雇用関係があることが必要となりました。 

 （契約書提出時に保険証等で確認します） 

 

・現場代理人の兼務について、予定価格１，０００万円未満の工事のうち明示したものについて兼務ができます 

 予定価格１，０００万円未満の工事であっても兼務不可と明示しているときは兼務できません。 

 兼務可となっている場合でもすでに請負っている案件が同条件であることが前提です。 

 兼務させようとする場合、当該工事の業種に係る主任技術者の要件を満たしていることが条件となります。 

 現場代理人を兼務するときは、文書により報告し承諾を得てください。 

 兼務する場合にあっても、兼務する双方の工事の監督職員と常に連絡を取れる体制を確保してください。 

  

 

 □本案件は予定価格１，０００万円以上の工事です。現場代理人の兼務はできません。 

  

 

 □本案件は予定価格１，０００万円未満の工事です。 

   工事要件 ア ・ イ ・ ウ に該当します。（ア～ウのいずれかに○）  
 

 

  ア． 本工事は、他の予定価格（税込）１，０００万円未満の工事の現場代理人との兼務可能な工事です。 

     その場合、対象工事現場のいずれかに常駐し、当該２件の工事現場の運営、取締りを確実に行い得る 

    ことが必要です。 

    ただし、既に請負っている予定価格（税込）１，０００万円未満の工事が兼務不可と明示しているときや、 

    兼務可であっても同時施工をしないことを条件に認めている場合は、兼務することができません。 

    また、兼務している現場代理人が他の工事現場で職務に従事している間、不在となる工事現場においては、 

   連絡体制の整備を確実に行うとともに、各現場の施工管理・安全管理等についても万全を期してください。 

    設計変更により、請負金額（税込）が1,000万円を超えた場合についても、引き続き兼務することができます。 

   ただし、工事現場に専任を要する金額以上になった場合は兼務することができなくなります。 

 

 

 イ． 本工事は、他の予定価格（税込）１，０００万円未満の工事の現場代理人との兼務可能な工事です。 

    ただし、兼務する工事双方について同時施工していないことが条件となります。 

    （双方の工事の主任技術者を、現場代理人と別に配置する場合はこの限りでない。） 

    また、既に請負っている予定価格（税込）１，０００万円未満の工事が兼務不可と明示しているときや、 

   同時施工してもよいという条件で認めている場合は、兼務することができません。  

    兼務する現場代理人は双方の工事の工程管理について、双方の監督職員に報告を行い兼務する双方の 

   工事が同時施工しないように調整してください。 

    設計変更により、請負金額（税込）が1,000万円を超えた場合についても、引き続き兼務することができます。 

    ただし、工事現場に専任を要する金額以上になった場合は兼務することができなくなります。 

   

 

 ウ． 本工事は、他の予定価格（税込）１，０００万円未満の工事の現場代理人との兼務は不可の工事です。 
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